
令和４年３月７日 

学 校 長 

 

保護者の皆さまへ 

 

「まん延防止等重点措置」区域指定期間の再延長を踏まえた学校運営について 

 

 早春の候、保護者の皆さまにはますますご健勝のことと、お喜び申し上げます。 

 さて、まん延防止等重点措置が３月２１日(月・祭)まで延長されました。県内において

高校の運動部活動に関連した感染と考えられる事案が確認されていることから、下記要

領で、３月２１日（月・祭）まで改めて感染防止対策の徹底をお願いします。 

 

※飛沫感染と接触感染が主な感染経路 

 ・飛沫感染予防…マスクを必ず着用・部屋の換気 

・接触感染予防…手指衛生（流水と石けんでの手洗い・アルコールによる手指消毒） 

・３密（密閉、密集、密接）の環境を作らない…１密でもマスクなし→感染リスク大 

・症状が出た人は、症状が出る２日前から他者への感染性あり 

 

※３月７日(月)からの部活動における対応 

 ・平日…４日以内、２時間以内とする。朝練…活動不可。 

 ・土曜日、日曜日の活動については、全国大会に出場する、あるいは２週間以内に全国

大会につながる大会等に出場する部活動に限り可能とし、土曜日または日曜日のい

ずれかの１日、３時間以内とする。 

・県内外を問わず、学校が独自に行う合宿・遠征・練習試合等の他校との交流は原則と 

して自粛。 

 ・公式試合以外の活動は、校内施設のみを基本とする。 

 ・健康チェックカードの使用と体温チェックの確認・原則マスク着用。 

 ・部室の利用の際は、マスクを着用して短時間で済ませる、多人数で利用しない。 

   

※３月７日(月)からのスタディホールにおける対応 

 ・３月１１日(金)まで 

放課後、午後４時３０分まで利用可。 

 ・３月１２日(土)から３月１８日(金) 

      放課後、午後３時まで利用可。 

 ・日曜日・祭日は利用不可。 

 ・必ずマスク着用、会話不可、飲食不可 


